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岡山県スキー連盟規約 
昭和 56 年 6 月 28日施行

平成 2 年 12 月 2日改正

平成 3 年 12 月 7日改正

平成 18 年 3 月 26日改正

平成 19 年 11 月 23日改正

平成 22 年 11 月 28日改正

 
第１章 名  称  

 
第１条 本連盟は、岡山県スキー連盟（以下「連盟」という。）と称する。   
 

第２章 事 務 所  
 
第２条 連盟は、事務局を岡山市に置く。   
 

第３章 目的・組織  
 
第３条 連盟は、財団法人全日本スキー連盟に加盟し，岡山県下のスキー及びスノーボードによ

るスポーツ（以下、これらを「スキー」という。）界を統括し、競技及びスキー技術の普及発展

を図り、あわせて第４条に規定する所属団体相互の連携を図ることを目的とする。  
第４条 連盟は、岡山県下におけるアマチュアスキー団体を以って組織する。（以下、連盟を組織

する団体を「所属団体」という。）   
 

第４章 事  業  
 
第５条 連盟は次の事業を行う。   
（１）スキーに関する調査、研究及び指導奨励  
（２）スキーに関する各種競技会の開催及び競技者の育成・強化  
（３）前号までに掲げる外、スキーに関する必要な事項  
 

第５章 役  員  
 
第６条 連盟は、次の役員（以下、「連盟役員」という。）を置く。  
（１）会  長 １名  （２）副  会  長 若干名  （３）評  議  員 所属団体 各１名  
（４）理  事  長 １名  （５）副理事長 ２名以内  （６）常任理事 若干名  
（７）理  事 ３０名以内（理事長、副理事長及び第９条第２号に規定する会長推薦理事５名を含む。）  
（８）監  事 ２名  
２ 連盟役員は、財団法人全日本スキー連盟の登録会員でなければならない。  
第７条 会長及び副会長は、それぞれ別に定める役員選出委員会規程に定める役員選出委員会に

おいて候補者を選出し、評議員会において決定する。  
２ 会長は、連盟を統括し、代表する。  
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合にはその職務を代行する。  
第８条 評議員は、各所属団体がそれぞれ１名を選出する。   
２ 評議員は評議員会を構成し、評議員会は、第１９条に規定する重要事項を決議する。  
３ 評議員は、第６条第１項第１号、第２号及び第４号から第８号までに規定する役員を兼任す

ることはできない。   
第９条 理事は、別に定める役員選出委員会規程に定める役員選出委員会において候補者を選出

し、評議員会において決定する。  
２ 前項に規定する外、会長が必要と認める場合には、会長推薦により５名以内の理事を加える
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ことができる。  
３ 理事は、評議員会の決議に従ってその会務を行う。  
第１０条 常任理事は、理事が互選する。  
２ 常任理事は、理事長を補佐し、日常の会務を行う。  
第１１条 理事長及び副理事長は、それぞれ理事が互選する。  
２ 理事長は、理事会を統括し、会務を行う。  
３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合にはその職務を代行する。  
第１２条 監事は、評議員会において決定する。  
２ 監事は、連盟の会計及び会務を監査する。  
３ 監事は、評議員会及び理事会に出席して、その監査報告を行い、その関連意見を述べること

ができる。   
第１３条 第６条に規定する役員の任期は、すべて２年間とする。ただし、再任は妨げない。  
第１４条 補欠指名せられた第６条に規定する役員の任期は、その前任者の残存期間とする。  
 

第６章 顧問、参与、及び名誉会長  
 
第１５条 顧問は、評議員会の決議を得て会長が委嘱する。  
２ 顧問は、連盟の重要事項について会長の諮問に応じる。  
第１６条 参与は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。  
２ 参与は、連盟の重要事項について会長の諮問に応じる。  
第１７条 名誉会長は、評議員会の決議を得て会長が委嘱する。  
２ 名誉会長は、連盟の運営事項について評議員会及び理事会の諮問に応じる。  
第１８条 第１５条第１項、第１６条第１項及び前条第１項にそれぞれ規定する顧問、参与及び

名誉会長の任期は、定めない。  
 

第７章  評議員会  
 
第１９条 評議員会は、次の各号に定める事項を審議決定する。  
（１）役員の決定  
（２）事業計画及び事業報告並びに予算及び決算  
（３）規約の改廃  
（４）前号までに掲げる外、重要な議決事項   
第２０条 評議員会は会長が招集し、年２回（春秋）開催する。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合には、その日から起算して３０日以内の間に臨時評議員会の開催を要する。  
（１）会長が臨時評議員会の開催を必要と判断する場合  
（２）理事会又は常任理事会が臨時評議員会の開催を議決する場合  
（３）所属団体の３分の１以上の団体から、議案を示して臨時評議員会の開催請求がある場合  
２ 評議員会の議長は、評議員の中から選出する。ただし、次項第１号に規定する代理人を除く。  
３ 評議員会は、評議員定数の半数以上の出席（次の第１号に定める代理人及び第４号に定める

委任状提出者を含む。）を得て開催できる。  
（１）評議員が評議員会に出席できない場合には、その所属団体の評議員が、財団法人全日本ス

キー連盟の登録会員である当該所属団体構成員の内から１名の代理人（以下、「代理人」という。）

を指名し、出席させることができる。  
（２）代理人は、評議員会における発言権及び議決権を有する。ただし、連盟役員を兼任するこ

とはできない。  
（３）第１号に規定する代理人は評議員会の議長にはなれない。  
（４）評議員または代理人が評議員会に出席できない場合には、議長あてに委任状を提出できる。  
４ 評議員会の議決は、その評議員会に出席した評議員と代理人の過半数の同意により決する。

ただし、賛否が同数となる場合には、議長が決する。  
５ 評議員会は、必要に応じ、第１５条第１項、第１７条第１項又は第３４条第１項に規定する
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顧問、名誉会長又は専門員会委員を招集し、諮問できる。  
 

第８章 理 事 会  
 
第２１条 理事会は、第６条第１項第１号、第２号及び第４号から第８号までの役員（以下、こ

れらを「理事会役員」という。）をもって構成し、次の各号に定める会務を行う。  
（１）当面する業務の処理  
（２）評議員会決議事項の執行  
（３）規約、諸規程及びその他の決定事項の周知徹底  
（４）連盟に新規加盟をしようとする団体（以下「新規加盟団体」という。）の仮承認  
（５）専門委員会委員の選任  
（６）前号までに掲げる外、必要な事項  
第２２条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、理事長が議長となる。  
２ 理事会は、理事会役員数の３分の１以上の出席（次項に規定する委任状提出者を含む。）を得

て開催できる。  
３ 理事会役員が理事会に出席できない場合には、議長あてに委任状を提出できる。  
４ 理事会の決議は、その理事会に出席した理事会役員の過半数の意見により決する。ただし、

賛否が同数となる場合には、議長が決する。  
５ 理事会は、必要に応じて参与、名誉会長又は専門員会委員を招集し、諮問できる。   
 

第９章 常任理事会  
 
第２３条 常任理事会は、第６条第１項第１号、第２号及び第４号から第６号までの役員をもっ

て構成し、常任会務を行う。   
２ 前項に規定する外、評議員会・理事会において負託を受けた業務を行う。  
第２４条 常任理事会は、必要に応じ会長が招集し、理事長が議長となる。  
 

第１０章 所属団体  
 
第２５条 次条に規定する手続きを経た加盟申請団体の加盟、第２７条に規定する所属団体の任

意脱退又は第２８条に規定する所属団体の強制脱退若しくは会員の除名は、評議員会の決議に

よる。  
（注）この加盟申請団体の加盟については、その申請時期と評議員会開催時期との関係から、当

該団体の活動に支障が生じないようにするため、第２１条第４号の規定により、理事会におけ

る仮承認措置が講じられている。  
第２６条 連盟に加盟しようとする団体は、次の各号に定める事項を明記した申込書に、別に定

める入会金を添え、会長宛に申し出る。  
（１）名 称  
（２）事務局所在地  
（３）役員の役職名、氏名及び住所  
（４）規 約  
（５）会員数  
（６）連盟評議員の氏名  
第２７条 連盟を脱退しようとする所属団体は、その理由を附し、その旨会長に申し出る。  
第２８条 所属団体が連盟規約の規定に著しく違背することとなる場合、又は不都合な行為があ

ると認められる場合には、その所属団体を評議員会の決議を得て脱退させることができる。  
第２９条 所属団体は、別に定める負担金を毎年，年度始めに納入しなければならない。  
２ 前項に規定する負担金の納入に合わせてその所属会員は、財団法人全日本スキー連盟登録規

程に定める会員登録をしなければならない。  
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第１１章 会  計  
 
第３０条 連盟は、次の各号に定める収入をもって運営する。  
（１）所属団体負担金  
（２）会員登録料  
（３）補助金、寄付金および賛助会費  
（４）各事業収入（各種参加料、及び講習料等）  
第３１条 本連盟の会計年度は毎、その年の８月１日に始まり、翌年７月３１日に終わる。  
 

第１２章 規約の改廃  
 
第３２条 規約の改廃は、評議委員会において、その評議員会に出席した評議員と代理人の３分

の２以上の同意により決定する。  
 

第１３  章 補  則  
 
第３３条 連盟は、別に定める賛助会員設置規程の定めにより、賛助会員を置くことができる。   
第３４条 連盟は、別に定める専門委員会規程の定めにより、必要に応じて専門委員会を設け、

財団法人全日本スキー連盟の登録会員である会員のうちから、専門委員を任命することができ

る。   
第３５条 連盟は、会長及び副会長並びに理事の選出について役員選出委員会を設ける。  
第３６条 この連盟規約を施行する過程において、第７条第１項、第３３条及び第３４条にそれ

ぞれ規定されている規程の外、細則又は規程などが必要と判断される場合には、第１９条第３

号に規定する手続きを経て、そのいずれか又はいずれをも定めることができる。  
 

附    則  
 
この改正規約は、平成２２年１１月２８日から施行する。  


